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第４回 地域医療構想調整会議（和歌山保健医療圏構想区域）議事録

（日時）平成３０年２月１５日（木）１８：３０～２０：３５

（場所）和歌山県ＪＡビル ２階 「和ホール」

（１）開会・挨拶（和歌山県福祉保健部健康局 野㞍局長より開催挨拶）

（２）議題（地域医療構想の実現に向けて）

①『公的医療機関等２０２５プラン』について

※【資料１】【資料２】により事務局より経過報告の後、和歌山

市内４公的病院がそれぞれ策定したプランに関して、【資料３】

により各公的病院委員から順次説明・報告の後、意見交換

②病床機能の現状等についてのアンケート結果概要について（報告）

※【資料４】により事務局より報告、情報を共有

③地域医療構想調整会議の当面の進め方等について

※【資料５】【資料６】【資料７】により全国的な議論の状況等に

ついて事務局より説明・報告

※【資料８】により和歌山保健医療圏構想区域における当面の取

組の方向性（案）について事務局より説明の後、意見交換

④和歌山保健医療圏構想区域における病床機能転換予定等について

※【資料９】により事務局及び病床機能転換等を今後予定する

医療機関より概要説明の後、意見交換

〔 議題①（『公的医療機関等２０２５プラン』について） 〕

《 寺本議長（県医務課長） 》

それでは、会議次第に沿って順次、進行する。最初に議題①、「『公的医療機関等

２０２５プラン』について」である。

この２０２５プランについては、昨年９月に開催した前回（第３回）の調整会議に

おいて、当構想区域内の４公的病院に策定をお願いしていたところであるが、このほ

ど各公的病院にてプラン策定が完了したので、本日の議題とさせていただいた。

まずは、プランに関するこれまでの経緯などについて、事務局より説明させていた

だく。その後、各公的病院より順次、プランの内容についての説明をお願いしたいと

思うので、よろしくお願いする。

《 事務局（県医務課 狗巻主任） 》

（【資料１】【資料２】により『公的医療機関等２０２５プラン』に係るこれまでの

取組経過等について報告）
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《 寺本議長（県医務課長） 》

事務局より、これまでの経緯や先に開催した意見交換会の概要について報告させて

いただいた。それでは引き続き、『公的医療機関等２０２５プラン』の内容について、

各公的病院からそれぞれ説明・報告をよろしくお願いいたしたい。

《 山上委員（県立医科大学附属病院） 》

（【資料３（Ｐ１～１３）】により、県立医科大学附属病院が策定した『２０２５プ

ラン』について概要説明・報告）

〔Ｐ１１：今後の方針について〕当院としては、高度で先進的な医療を提供していく

ということ、また特定機能病院であること。そして何よりも、県民医療の最後の砦で

あることを強く考えているところである。入院患者もどんどん増えている中で病室も

足りないような状況であり、数年後に病床が減るようなこととなればその溢れた患者

はどこで診るのか、ということ。

Ｐ１２だが、高度急性期機能と急性期機能の仕分けは別として、当院は急性期病院

であるという姿勢は崩せないし、病棟数が減っていくとなれば県民医療は担えなくな

る、と考えているところである。

《 平岡委員（日本赤十字社和歌山医療センター） 》

当院プランを中心的にまとめた吉田院長補佐より詳細報告をさせていただく。

《 吉田随行者（日本赤十字社和歌山医療センター） 》

（【資料３（Ｐ１４～４６）】により、日本赤十字社和歌山医療センターが策定した

『２０２５プラン』について概要説明・報告）

〔Ｐ３８：今後の方針について〕当センターにおいては、救急医療である高度専門な

医療を推進しているところであるが、今後も継続して担っていきたいと考えている。

その役割に則って当院の病床数も考えていくとなれば、高度急性期・急性期の病床が

是非、必要であると考えているものである。

また、地域医療連携の推進ということで、先ほどからも当院の取組状況を説明する

中でも申し上げたのだが、できるだけ早く入院患者に転院・退院をいただいて地域の

各医療機関と連携していくことも重要であると考えているところである。

《 平岡委員（日本赤十字社和歌山医療センター） 》

補足になるが、Ｐ４１以降にも示しているとおり、人材確保・育成であったり、国

際医療・災害医療などを通じて引き続き、貢献していければと考えているところ。

《 寺本議長（県医務課長） 》

Ｐ３９に関してだが、補足説明をよろしくお願いしたい。

《 平岡委員（日本赤十字社和歌山医療センター） 》

Ｐ１７にあるとおり、当院の許可病床数は８７３床（一般８６５床、感染症８床）
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であるが、そのうちの３病棟が現在休棟となっている。そのうちの１フロア（病棟）

については、緩和ケア病棟として本年１０月にオープンする予定で考えている状況で

ある。

現在休棟状態になっている残る２病棟に関してはその取扱いを検討中であり、先ほ

ど吉田院長補佐からも説明させていただいたが、国の政策もあり高度急性期をなるべ

く集約するということで平均在院日数が急激に減ってきており、ここ数ヶ月でみれば

月によっては１０日を切る場合もある。

その状態が今後も続くようであれば引き続き休床、となるかもしれないが、今冬は

たいへん寒いこともあり本日なども空床が５０床を切っているような状況である。季

節的要因なども勘案しながら考えていかねばならないのではないかと考えている。

《 寺本議長（県医務課長） 》

ありがとうございました。それでは引き続き、済生会和歌山病院、和歌山労災病院

の順で説明・報告をよろしくお願いしたい。

《 松﨑委員（済生会和歌山病院） 》

（【資料３(Ｐ４７～５６)】により、済生会和歌山病院が策定した『２０２５プラン』

について概要説明・報告）

〔Ｐ５４：今後の方針について〕地域において救急医療を担う必要があり、急性期病

床で、公的病院として再編・ネットワークの効率化を図っていきたい。

南海トラフ地震など大規模な災害が発生した場合に備えて、災害拠点病院を支援す

る災害支援病院としての役割を果たしていきたい。また、がん対策として特定健診の

充実を図り、特に内視鏡診断に重きを置き、病理診断の迅速化を進めたい。

今後持つべき病床機能だが、市街地の公的病院としての役割分担から、災害医療・

救急医療・主要疾病にも対応するため、現状の急性期病床１６０床を保有し、拠点病

院と連携して拠点病院を補完できる支援体制を維持したい。

将来的には回復期病床が不足する中で、現状の回復期病床４０床を維持し、退院後

のリハビリ支援体制の強化にも努めていきたい。

《 中 委員代理（和歌山労災病院） 》

（【資料３(Ｐ５７～６６)】により、和歌山労災病院が策定した『２０２５プラン』

について概要説明・報告）

〔Ｐ６３：今後の方針について〕地域において今後担うべき役割として４点挙げてい

るところである。災害医療・救急医療・地域医療連携・政策医療の４点について、さ

らに機能の充実を図っていきたい。

また、将来的には、救急機能の更なる強化を目的とした高度急性期病床の整備に関

しての検討を行っていく必要があると考えている。

《 寺本議長（県医務課長） 》

各公的病院の委員の皆様より、『公的医療機関等２０２５プラン』に関してそれぞ

れご説明をいただいた。ありがとうございました。それでは、プランに示された各公
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的病院の今後の方針について、委員の皆様方でご協議いただきたいので、ご意見やご

質問があれば、発言をお願いしたい。

《 上野委員（誠佑記念病院） 》

公的病院の果たすべき役割について各委員よりお話いただいたところであるが、大

きな視点から言って「公的病院が本当に今後果たしていかねばならない役割とは何な

のか」をしっかりと詰めていかねばならないと思う。

４公的病院のお話を伺っていると、いずれも救急医療・災害医療や高度先進医療な

どを担っていきたいということであったが、見方を変えれば、医療資源を無駄に使っ

ているとまでは言い過ぎかもしれないが、時代も変わってきているので、もう少しど

こかで摺り合わせを行うことが必要ではないかと感じている。

もう１点は、高齢者ではない若い世代の人口が確実に減ってきており、ある一定割

合で疾病が発生するものと仮定すれば、少なくとも今までと比べて若い世代の患者数

は確実に減っていくことになるだろうが、一方で、高齢の患者は今後１０年ほどは増

えることとなるだろう。

そこで、高齢者に対する医療について、どの程度まで患者が望むのかということに

もある程度、影響されるのではないか。例えば９０歳のがん患者がおられた場合に、

手術をしないという方もいるだろうし、治るのであれば治してほしいという患者もお

られると思うので一概には言えないであろうが、高齢者に対する医療をどの程度まで

行うのかということも、医療需要に関して考えてみる必要があるのではないか。

また、地域医療構想は、医療機能の分化と連携を謳い文句として取り組んでいるも

のであるので、各公的病院にあっては医療機能をある程度明確にしていただきつつ、

それ以外の医療機関に関しては連携を図っていくような方向性を出していただければ

ありがたいと思う。以上、意見として申し上げる。

《 山上委員（県立医科大学附属病院） 》

上野委員のご指摘も一理あり、高齢者の医療ニーズにどの程度対応するのか、とい

うことではあるが、たとえ９０歳のがん患者であったとしても「手術をして治してほ

しい」と必ず仰るであろう。９０歳であったとしても、治療がきちんと完結する必要

があると思うし、セーフティにいけるのであれば手術をしてあげるべきではないか。

手術に関しても低侵襲化ということで、１０年前とは明らかに侵襲が違うので、少

し前では８０歳でも不可能であった手術が、当院では９０歳以上でも膵臓がん手術を

普通に行っているし、１００歳以上に対する胃がん手術も当院では行っており、それ

は病院のレベルでもあると考える。

医療に対する使命として、患者に元気になってもらってもう一度社会に出ていただ

いて、もちろん富を生むということも大事かもしれないが、高齢者医療に関してはそ

れだけでは図れないものがあると思う。

しかしながら、病院として機能分担をしていくということは大事なキーワードであ

り、協議・相談していきたいと考えているものではあるが、当院は大学病院であり一

般の病院とは違うということもある。大学病院としてプライドを崩すつもりはない。
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《 古田委員（和歌山生協病院） 》

以前にこの会議において「急性期病床を削減することについては反対である」と発

言したところである。その理由としては、高齢者が増えると急性期の医療需要が増え

るということであって、とりわけ８５歳以上高齢者は今後ずっと増え続けて２０４０

年まで減らない、ということに注目しているところである。そこで、２０４０年まで

は現状の急性期医療を維持せざるを得ないだろうと考えている。

２０歳代や３０歳代、小学生・中学生などの救急患者は現状もほとんどおらず、今

後増えたとしても救急全体に占める割合等はそれほどでもないと思うのだが、６０歳

以上や６５歳以上ということではなくて、８５歳以上の急性期患者は今後さらに増え

ていくと思う。その点を考慮せずに、単に「急性期病床を削減して目標を達成する」

という議論だけではいかがなものか、と思うので、意見として申し上げておく。

《 寺本議長（県医務課長） 》

様々なご意見をいただいたが、この議題については、次回以降の調整会議において

もさらに、各委員との議論を深めてまいりたい。皆様のご理解・ご協力をお願いしつ

つ、次の議題に移ることといたしたい。

〔 議題②（病床機能の現状等についてのアンケート結果概要について(報告)）〕

《 寺本議長（県医務課長） 》

次の議題②「病床機能の現状等のついてのアンケート結果概要について」であるが、

まずは事務局より資料説明をさせていただく。

《 事務局（県医務課 三田主査） 》

（【資料４】により、先に実施した「病床機能の現状等のついてのアンケート」に

係る結果概要について報告）

《 寺本議長（県医務課長） 》

先に実施したアンケート結果に基づいて、事務局より全体的な動向などについて説

明させていただいた。

委員の皆様よりご質問・ご意見などはないか。（発言する委員等は無し）

それでは、次の議題に進むこととする。

〔 議題③（地域医療構想調整会議の当面の進め方等について） 〕

《 寺本議長（県医務課長） 》

それでは、次の議題③「地域医療構想調整会議の当面の進め方等について」に進む

こととする。
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この議題においては、まずは、地域医療構想の推進にあたっての国全体及び、当県

における動きなどについて事務局より説明・報告させていただいた後に、この和歌山

保健医療圏構想区域における当面の取組の方向性案について、事務局より提案させて

いただく予定としている。

それではまず、事務局より順次、配付資料に基づき説明をさせていただく。

《 事務局（県医務課 狗巻主任） 》

（【資料５】により、厚生労働省ワーキンググループにおける検討状況等を報告）

《 事務局（県医務課 髙畑副主査） 》

（【資料６】により、医療療養病床・介護療養病床・介護医療院等に係る検討状況

について報告）

《 事務局（県医務課 岡田主事） 》

（【資料７】により、当県独自制度である「地域密着型協力病院」に係る指定要件

等について説明）

《 寺本議長（県医務課長） 》

地域医療構想の推進に関する国及び県の動きについて、事務局より説明させていた

だいた。ここまで説明させていただいた内容を踏まえて、和歌山保健医療圏構想区域

における当面の取組の方向性について、事務局より提案させていただく。

《 事務局（県医務課 伊藤医療戦略推進班長） 》

（【資料８】により、和歌山保健医療圏構想区域における当面の取組の方向性案に

ついて説明）

《 寺本議長（県医務課長） 》

ただいま、和歌山保健医療圏構想区域における当面の取組の方向性について、事務

局より提案させていただいた。ここまで説明・提案させていただいた内容について、

委員の皆様よりご質問やご意見などがあれば順次、発言をお願いしたい。

《 山上委員（県立医科大学附属病院） 》

資料８（Ｐ２）において、「（現状において過剰とされる）急性期機能」と書かれ

ている。本日の４公的病院からのプレゼンを聞くかぎりにおいては、急性期機能が過

剰であるというような現場感覚・実感は全く無いところである。これは、何をもって

過剰と言っており、どの病院が過剰であると言っているのか。民間病院のことを言っ

ているのか。

また、同じく資料８のＰ３であるが、〔Ａ〕から〔Ｆ〕までの６つの医療機能のグ

ループが示されているのだが、４公的病院は恐らく〔Ａ〕になるのであろう。このよ

うに色分けをしていくということは、「民間病院については〔Ｂ〕以降になってほし

い」という意味なのか。以上の２点について、確認をさせてほしい。
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《 事務局（県医務課 狗巻主任） 》

ここで「過剰」と言っているのは、地域医療構想において定めている和歌山医療圏

全体の急性期の必要病床数と、各医療機関の病床機能報告を積み上げた現状病床数と

の比較において、現状病床数が必要病床数を上回っているということである。

医療圏全体を言っているので、公的病院を指して言っているのでもなければ、個別

の民間医療機関を指して「過剰だ」と言っている趣旨ではない。

《 山上委員（県立医科大学附属病院） 》

そうなると、高度急性期と急性期との仕分けは別としても、この和歌山医療圏全体

だけで約１，６００床の高度急性期・急性期病床を減らさないといけないことにはな

ってはいるが、本日の各公的病院の説明を聞く限りにおいてはこれはとても減らせる

ようなものではないと感じたところである。

今後、どのような戦略で１，６００床もの病床を、この和歌山医療圏から病床を減

らしていくつもりなのか。

《 事務局（県医務課 狗巻主任） 》

単純な数字の差し引きでもって「これだけの病床数を直ちにこの地域から削減せね

ばならない」というものではない。将来の医療需要に応じたバランスの取れた医療提

供体制を目指そうというのが地域医療構想である。また急性期病床が急激に減ること

によって、地域の救急医療・災害医療等に支障が出ることがあってはならない。

今回、各公的病院の２０２５プランが出揃ったが、先ほど上野委員からもご発言が

あったが機能分化・連携を図っていくという意味からも、民間医療機関の皆様方にも

よく考えていただきたいという提案を今回させていただいたもの。

圏域全体として効率的に取り組んでいこうというものなので、病床を減らすことを

目的にしているものではない。必ずしも、病床を減らすということを念頭に置いたも

のではないので、よろしくお願いする。

《 山上委員（県立医科大学附属病院） 》

病床を減らすことを念頭に置いたものではない、ということで理解した。そのあた

りがなかなか、理解しづらいところである。

《 寺本議長（県医務課長） 》

「将来の医療需要がこの程度になるだろう」という推計を皆様方に提示させていた

だき、地域において今後どのような医療提供体制を取ればよいのかを委員の皆様方と

ともに考えていこうというのが、この調整会議の趣旨である。

《 山上委員（県立医科大学附属病院） 》

そうなると、２０２５年に向けてこの和歌山医療圏の急性期病床を１，６００床減

らすということはエンドポイントではない、ということか。
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《 寺本議長（県医務課長） 》

必要病床数は将来の目標となるものであり、「現状の医療需要がこのような状況で

あるので、将来の医療需要としてはこのようになるであろう」という推計のもとで取

り組んでいくものである。

医療需要が変わるようなことがあれば目標としても変わっていくこともあるかもし

れないが、今の需要に基づけば最終的にこのような姿になるであろうと考えており、

現時点では、あまりにこの構想とかけ離れた姿になることは考えづらい。

また、あまりに構想とかけ離れた姿になってくると、各医療機関としても恐らく、

困ったことになるのではないか、と思われる。

《 山上委員（県立医科大学附属病院） 》

物事に取り組む際には本来、エンドポイントを提示してその目標値に向かって戦略

的に取り組んでいくべきだと思う。和歌山医療圏の急性期病床を１，６００床減らす

ということがエンドポイントであり、目標でもあるようにも思うのだが。

《 寺本議長（県医務課長） 》

目標であると言えば目標となるものである。

また、山上委員からのもう１点のご質問に対してだが、資料８（Ｐ３）において示

した〔Ａ〕は、必ずしも公的病院のみに限っているものではなく、民間であっても救

急医療をしっかりと担っていただいている医療機関は存在するので、〔Ａ〕を目指し

ていただく民間医療機関もあると考えているところである。

《 田村委員（河西田村病院） 》

本日の資料８（Ｐ３）においては、〔Ａ〕から〔Ｆ〕までの６つの医療機能がある

のではないかという論点を示していただいた。そのうちの〔Ｂ〕地域密着型協力病院

に関して、意見を申し上げたい。

地域密着型協力病院に関する指定要件について、資料７を見れば、「在宅患者の急

性期の入院対応」や「軽症救急患者の対応」が要件にはあげられてはいないが、当院

では現状、そのような患者も実際には受け入れている。しかし、時間外に入院患者を

受け入れるとなれば、病棟看護師に外来にて対応してもらうこととなる。

当院のような「一般病棟１０対１」の看護基準体制を取る病院の場合には、看護師

は必ず夜間２名体制でなければならない、という指導がある。それが今回の診療報酬

改定にあたって、年間６日だけは例外を認める、という改定内容となっている。

つまり、１０対１基準の体制を組んでいる病院がこの地域密着型協力病院の指定を

受けて時間外の救急患者を受け入れるとなれば、年間でわずか６日間しか診れないと

いうことになるかと思う。これは絶対に外していただきたいと思っているのだが、看

護協会が「夜間２名体制を」と強く要望しているように聞いており、また２年ほど前

には四国のある病院で、１０対１基準を取り消された事例もあると聞いている。

このように法律と制度との間で乖離が存在しており、県が推進する地域密着型協力

病院の指定要件が満たせない、ということもあるわけなので、現場の意見として申し

上げておきたいし、国や中医協に対しても是非、お伝えいただきたいと思う。
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もう１点は、先ほどから各委員からも意見が出ていたが、入院患者の高齢化に伴う

影響は必ずあるかと思う。入院患者の平均年齢が高齢化することに伴って、高齢患者

ほど入院期間はどうしても長くなりまた術後も退院までに時間がかかることもあるか

と思うので、県全体やこの和歌山医療圏における地域医療構想の議論を進めるにあた

って、患者の高齢化に関して、現場の実情を踏まえて考えていただければありがたい。

《 寺本議長（県医務課長） 》

ご要望として、県においても検討してまいりたいと思う。

《 湯上委員（紀美野町） 》

資料８（Ｐ３）において、介護医療院への転換に関して「転換支援策や所要の事務

手続きに関しては現在検討中である」と書かれている。また先ほどの資料６に係る事

務局説明の際には「療養病床等から介護医療院に転換を検討している場合には市町村

に相談を」とのことであったが、市町村としては、どのような役割を期待されている

のかをご教示願いたい。

《 事務局（県医務課 髙畑副主査） 》

介護サービス費の関係もあるかと思う。療養病床から介護医療院に転換されるもの

に関しては、総量規制の対象外となるわけだが、介護保険のサービス料に影響を与え

る関係もあろうかと思うので、医療機関の一存のみで進めるのではなく、互いに相談

いただき双方納得いただきながら進めていただけたらという意味から申し上げた。

転換支援策に関しても、事務処理上すぐに講じられない場合もあるので、検討され

始めた段階で是非お知らせいただきたい、という趣旨である。市町村に話があった場

合には、県にも情報提供をいただければありがたい。

《 湯上委員（紀美野町） 》

介護保険料に影響があるという観点から、医療機関から市町村に伝えていただくと

いう意味合いか。

《 事務局（県医務課 髙畑副主査） 》

総量規制の対象外ではあるものの、介護サービス費のこともあろうかと思う。やは

り、県・市町村含めた行政機関に話が通っているということが重要かと思うので、ど

うぞよろしくお願いしたい。

《 藤田委員代理（海南医療センター） 》

以前からも当センターの山田委員（院長）が各所で発言申し上げているが、今後の

具体的な調整を進めていくことが必要かと思う。２点、質問させていただく。

１点目だが、資料８（Ｐ４）の一番最後の●において４点挙げられている・（ポツ）

について、この４点の他にも追加されることがあるのかどうか、伺いたい。

また、各医療機関の機能分化をしていくことと摺り合わせをしっかりしていくこと

が重要だという意見が各委員よりあったかと思うのだが、資料５（Ｐ６）においても
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「個別の医療機関の診療実績などを共有」していくことが重要だとされている。そこ

で、データとして具体的にどのようなものを事務局として考えているのか、２点目と

して伺いたい。

《 事務局（県医務課 狗巻主任） 》

まず１点目であるが、我々事務局として現在思いつく個別協議のテーマとしてはこ

れらの４点が考えられたので、本日の資料で例示させていただいたもの。この他にも

さらにテーマを絞って議論するのにふさわしい論点があるかもしれないので、お気づ

きの場合には是非、事務局までお知らせをいただければありがたい。

また２点目だが、毎年７月１日基準で各医療機関に県に報告をいただく「病床機能

報告」においても手術件数や救急車受入件数、リハビリテーション実施状況などの各

種データが把握できるので、これらをまず活用することとしたい。また他にも客観的

で説得力のデータがあれば活用していきたいが、場合によれば各医療機関に持ち寄っ

ていただくことも一手かと思う。こちらについても、有意義なデータをご存知の医療

機関にあっては是非、事務局までお知らせいただければ幸いである。

《 藤田委員代理（海南医療センター） 》

その上であるが、資料４（Ｐ４）を見ても、大きな病院ほど医療スタッフも充実し

ており救急搬送を多く受け入れている現状があるように思う。

そこで、今後に向けての要望になるのだが、様々な調整に基づいて機能分化がなさ

れた段階において、医師の適正配置に関しても是非、ご検討をよろしくお願いしたい。

《 上野委員（誠佑記念病院） 》

資料８（Ｐ４）に書かれている、民間医療機関を対象とした意向調査であるが、こ

れは病床機能報告とはまた異なる内容の調査となるのか。また、どの程度まで踏み込

んだ調査を想定しているのかを伺いたい。

《 事務局（県医務課 狗巻主任） 》

この意向調査に関しては、資料８（Ｐ３）において今回示した〔Ａ〕から〔Ｆ〕ま

での６つの医療機能のいずれを目指していく方向性かを把握するために、各民間医療

機関を対象としてこの４月目途で実施させていただくもの。

具体的な調査内容や様式は今後検討していくが、病床機能報告等から得られる情報

との重複をなるべく避けるなど、各医療機関のなるべく負担にはならないよう留意し

ながら、当該意向調査の内容を検討していく予定である。

《 寺本議長（県医務課長） 》

本日は、和歌山保健医療圏構想区域における当面の取組の方向性について、当方よ

り案をお示しさせていただいた。先ほどからの説明にもあったが、現在まさに地域医

療構想の集中的な検討期間に入っており、また、診療報酬の改定も間もなく実施され

ようとしているところである。

来年度（平成３０年度）は、地域医療構想を進めていく上での非常に重要な期間と
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なることから、各医療機関、とりわけ民間医療機関の皆様におかれては、今回お示し

した方向性を踏まえて今後のあり方についてそれぞれにより深くご検討をいただき、

次回以降の協議につなげていただければ幸いである。

皆様のご理解、ご協力を引き続き、よろしくお願いいたしたい。

〔 議題④（和歌山保健医療圏構想区域における病床機能転換予定等について）〕

《 寺本議長（県医務課長） 》

次の議題④「和歌山保健医療圏構想区域における当面の病床機能転換予定等」につ

いてであるが、まずは事務局から説明をお願いする。

《 事務局（県医務課 三田主査） 》

（医療法人橋本病院から転換予定の報告があった旨を説明）

《 寺本議長（県医務課長） 》

橋本病院におかれては、慢性期病床の一部について、回復期の地域包括ケア病床に

転換を予定されているということであるが、その内容について説明をお願いする。

《 福田委員（橋本病院） 》

（【資料９】により、当面の病床機能転換予定等に関して説明）

《 寺本議長（県医務課長） 》

ただいま、橋本病院から転換予定について説明いただいた。この件について、委員

の皆様よりご意見等はないか。

《 上野委員（誠佑記念病院） 》

本来、地域包括ケア病床というのは、どちらかといえば急性期患者の受け皿という

位置付けになっている。療養病棟の中に併設されているというのが、パターン的には

変則という気がする。

地域包括ケア病床は、今回の診療報酬改定の施設要件などを見ても、「在宅医療に

力を注いでいる」ことが前提となっている。橋本病院の場合は、受入れはできている

と思うが、在宅に出て行くというところが少し薄いという気がするので、そこを是非

頑張ってもらえるとクリアできるのではないか。

《 福田委員（橋本病院） 》

国の「地域医療構想ワーキンググループ」においても例えば、指標として平均在院

日数などが示されているところだが、それに照らせば現状回復期であるという判断に

なる。また、看護師の人員配置（１３対１）という点においても、第三者的に見ても

回復期だと考えられないかということで、事務局に予め相談させていただいたもの。
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在宅医療についてであるが、介護施設との連携は十分に図っていて連携もできてい

るのだが、医師の往診に関しては少しできていないところである。

《 寺本議長（県医務課長） 》

療養型病床から回復期への機能転換ということではあるが、実態の上では既に、回

復期の機能を担っているという説明であったかと思う。

ただ、在宅医療に係る取組も是非対応していただきたいというご意見もあったとこ

ろであり、今後、地域密着型協力病院の指定に向けた申請など、事務局（県医務課）

において引き続き橋本病院との協議を継続することといたしたい。

そして、在宅医療に関してもしっかりと取り組んでいただけるということを確認し

た時点において、この機能転換に係る了解を調整会議としてさせていただくというこ

とで、今回の案件については整理をさせていただきたい。

《 田村委員（河西田村病院） 》

転換後の病棟の機能区分が回復期となっているが、入院基本料としては療養病棟入

院料１となっている。これは機能転換に入るのかどうか。

《 福田委員（橋本病院） 》

回復期リハビリテーション病棟の入院基本料を取るというのではなくて、医療機能

として、回復期の機能を担うということである。

《 寺本議長（県医務課長） 》

この件については、先ほど申し上げたとおりの取扱いとさせていただく。

なお、この機会であるので、他に、今後の病床機能転換を予定されている医療機関

があれば是非、情報共有をいただければと思う。機能転換予定のある医療機関には挙

手の上、ご発言をお願いしたい。（挙手する医療機関は無し）

《 寺本議長（県医務課長） 》

各医療機関の病床機能の再編・分化・連携に関しては、この協議の場において委員

相互の協議・理解のもとに行うことと確認させていただいているところである。病床

機能の転換を検討されている医療機関の皆様については、まず、事務局の方に幅広に

協議いただきたいので、改めてご協力のほどよろしくお願いする。

《 寺本議長（県医務課長） 》

事務局より本日用意した議事としては以上になるが、最後に、全体を通して何かご

意見等ないか。（特に発言する者無し）

それでは、以上をもって、本日の議題を全て終了とさせていただく。

（３）閉会（和歌山県福祉保健部健康局 野㞍局長より閉会挨拶）


